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◉金沢市告示第23号
　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条において準用する同法第49条（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及
び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例による場合を含む。）
の規定により、医療扶助及び医療支援給付のための施術を担当させる者を指定したので、生活保護法第55条の２の規
定により、次のとおり告示します。
　　平成22年３月１日

金沢市長　　山　　　出　　　　　　　保　　

施　術　者
施　術　所

指定年月日
名称 所在地

近藤　知拓 こんどう接骨院 金沢市諸江町中丁414番地６ 平成22年１月22日

◉金沢市告示第25号
　平成21年告示第81号（粗大ごみ等の収集等手数料の徴収事務の委託について）で告示した事項に変更があったの
で、次のとおり告示します
　　平成22年３月１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
◉金沢市告示第24号
　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条において準用する同法第50条の２（中国残留法人等の円滑な帰国の促
進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例による場合を含
む。）の規定により、指定施術者から当該指定施術者の事業を廃止した旨の届出があったので、生活保護法第55条の
２の規定により、次のとおり告示します。
　　平成22年３月１日

金沢市長　　山　　　出　　　　　　　保　　

施　術　者
施　術　所

廃止年月日
名称 所在地

近藤　知拓 こんどう接骨院 金沢市諸江町中丁414番地６ 平成22年１月21日
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道路の
種　類

路　線　名 区　　　　　　　間
新旧
の別

幅員（ｍ） 延長（ｍ）

一般
市道

材 木 町 線 　14号
材 木 町 956 番 先から 旧 3.7 ～ 7.2 23
材 木 町 957 番 先まで 新 4.3 ～ 8.5 23

公 告

　農業経営基盤強化促進法（昭和55年法律第65号）第18条第１項の規定により、金沢市農用地利用集積計画を定めた
ので、同法第19条の規定により公告します。
　なお、当該金沢市農用地利用集積計画を金沢市農業委員会事務局に備え置いて縦覧に供します。
　　平成22年３月１日

金沢市長　　山　　　出　　　　　　　保　　

公 営 企 業 公 告

　金沢市下水道排水設備工事業者の指定等に関する規程（平成13年公営企業管理規程第３号）第５条第１項の規定に
より、平成22年３月１日に次の者を下水道排水設備工事業者として指定したので、同規程第11条の規定により公告し
ます。
　　平成22年３月１日

金沢市公営企業管理者　　古　　　田　　　秀　　　一　　

指定番号 商号又は法人名 所　在　地
539 有限会社　ヤクモ 金沢市専光寺町ツ54番地３

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
◎正　誤
○平成21年12月21日付け金沢市公報第2643号

平成22年（2010年）３月１日　印刷　　　発行人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金　　　沢　　　市
平成22年（2010年）３月１日　発行　　　発行所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金　沢　市　役　所
　　　　　　　　　　定価　120円　　   印刷所　石川県金沢市黒田１丁目65番地　　　　 カネモト印刷（株）

頁 箇　　　　所 誤 正
1 上から10行目 自転車及び歩行者 歩行者

5 上から10行目
第48条の13第２項 第48条の13第３項
自転車及び歩行者 歩行者

◉金沢市告示第26号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、次のとおり市道の区域を変更します。
　なお、その区域を表示した図面は、金沢市都市整備局土木部道路管理課において平成22年３月１日から同月15日ま
で一般の縦覧に供します。
　　平成22年３月１日

金沢市長　　山　　　出　　　　　　　保　　

変更事項 変更前 変更後 変更年月日

代表者の氏名 アル・プラザ金沢
　支配人　川隅　善朗

アル・プラザ金沢
　支配人　河瀬　和彦 平成22年２月４日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

金沢市長　　山　　　出　　　　　　　保　　


